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△開  会 

○委員長（福元光一）ただいまから、昨日に引

き続き、総務文教委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、審査日程の消防総務課からと

なります。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可いたします。 

────────────── 

△議案第９４号 決算の認定について（平

成２５年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決

算） 

○委員長（福元光一）それでは、議案第９４号

決算の認定について、平成２５年度薩摩川内市一

般会計歳入歳出決算を議題とします。 

────────────── 

△消防総務課の審査 

○委員長（福元光一）まず、消防総務課の審査

に入ります。 

 初めに、決算の概要について、局長の説明を求

めます。 

○消防局長（新盛和久）私からは、消防局全体

の主要施策の成果について、概要等を御説明申し

上げますので、決算附属書の１４４ページをお開

きください。 

 初めに、予算の執行状況でございますが、平成

２５年度の消防局所管の予算現額は２８億

９,２５７万７,０００円で、決算額は２４億

３,８９０万６,４２２円で、執行率は８４.３％で

ございます。執行率が低い理由は、庁舎建設に係

る継続費での逓次繰越と繰越明許で次年度に繰り

越したためでございます。 

 主要施策のうち１の常備消防体制の強化につき

ましては、常備消防施設の整備充実、救急救助体

制の充実・強化、消防職員の資質の向上、予防行

政の充実と地域住民等への防火指導訪問の推進を

重点施策として実施したところでございます。 

 主な事業は、ポツ印で１３項目記載してござい

ますのでごらんください。 

 下の表になりますが、住宅用火災警報器の設置

状況について、地域別等全体的な設置率を示して

おりますのでごらんください。 

 次に、中ほどの小さい表になりますが、火災・

救急・救助発生件数でございます。火災は４６件

で前年より１件減少、救急は３,８７４件で

１６１件の減少、救助件数は４７件で２３件の減

少になっております。 

 次の表の消防職員の派遣研修人数でございます

が、消防大学校の火災調査科に派遣し、また消防

学校には初任科など各専門教育に１９名を派遣い

たしました。その他研修では、救急救命士の養成

に１名、薬剤投与・警防実務研修等に１６名派遣

し職員の資質向上を図ったところでございます。 

 １４５ページをごらんください。２の非常備消

防 体 制 の 強 化 で ご ざ い ま す が 、 消 防 団 員

１,２９４人分の報酬、費用弁償等、事務管理経費

を初め、消防団の各施設及び消防水利施設の整備

充実のほか、団員の資質向上や現場活動での安全

対策を図り、地域住民の一体となった防災環境づ

くりの各種事業を行ったところでございます。 

 主な事業は、ポツ印で６項目記載しております

のでごらんください。 

 また、消防団員の派遣研修につきましては、県

消防学校に１５名派遣し、本市独自の研修といた

しまして消防団員研修等を実施しております。 

 この後、消防総務課長から資料に基づき説明さ

せます。私からは、以上でございます。 

○委員長（福元光一）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○消防総務課長（菅牟田 哲）改めまして、お

はようございます。消防総務課でございます。 

 ただいまより、平成２５年度決算について御説

明申し上げます。まず、歳出から申し上げますの

で、平成２５年度決算書の１３７ページをお開き

をください。 

 ５款１項１目労働諸費で、消防局所管分は支出

済額５４８万９,７０５円でございます。 

 右側中段部分にあります備考欄の主なものにつ

いて申し上げます。緊急雇用創出事業臨時特例基

金事業で、ゴールド集落及び６５歳以上のひとり

暮らし世帯への防火指導訪問により、臨時職員延

べ８人の雇用に伴う雇上料などでございます。 

 続きまして１６９ページをお開きをください。

９款１項１目常備消防費は、支出済額１１億

４,７７３万６,０６５円でございます。 

 右側備考欄になりますが、職員１４８人分に係

る給与費などのほか消防局全般にわたる事務管理

及び庁舎等の維持管理に要した経費でございます。

なお、特に消防庁舎の清掃等については、トイレ
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清掃及び床ワックスまでみずから職員でできるこ

とは実施をし、経費の削減に努めているところで

あります。 

 また、不用額について申し上げます。１節報酬

については、不用額２万９,０００円で、これにつ

いては消防賞じゅつ金等審査会案件がなかったた

め未執行によるものであります。 

 続いて、３節職員手当等で３３３万３,８９４円

の不用額は、主に災害出場等に伴う時間外手当等

の執行残、また１２節役務費の５５万１,４５９円

は主に手数料の執行残であります。 

 続いて、１７１ページをお開きください。右側

備考欄中段部分の常備消防車両管理費の事項では、

常備消防車両４９台の主に燃料費及び車検整備

２１台及び法定点検６５件などの修繕料でありま

す。 

 続いて、２目非常備消防費でございますが、支

出済額は１億７,５３８万８,６２３円でございま

す。右側備考欄になりますが、非常備消防一般管

理費の事項では、主に消防団員１,２８５人分の団

員報酬及び費用弁償等のほか、１８節備品購入費

では、装備の基準改正に伴い消防団員の活動服

３６２着を更新整備をしたところであります。 

 また、不用額について申し上げます。９節旅費、

費用弁償で不用額１４３万５,３００円は、消防団

員の火災を初めとした災害時の費用弁償の執行残

であります。なお、例年より火災件数等は少なか

ったことによる執行残であります。 

 続いて、一番下の行になります３目常備消防施

設費では、支出済額は１０億２ ,２６３万

７,８９１円であります。 

 １７３ページをお開きください。右側備考欄、

工事請負費では、主に消防庁舎等及び消防通信指

令センター総合整備事業並びに東部消防署のグラ

ウンド舗装工事等でございます。 

 なお、このうち消防庁舎等建設事業費、２５年

度 分 の 支 払 実 績 額 は 、 ７ 億 １ , ７ ２ ０ 万

４,１００円でございます。なお、括弧の継続費繰

越については、消防通信指令センター２４年度分

の繰り越し分であります。 

 また、消防庁舎等及び指令センター整備事業で、

震災特需等により部材調達に相当期間が必要なた

め継続費の逓次繰越、また工事進捗状況に合わせ

外構工事の一部を繰越明許設定を行い、翌年度へ

繰り越しをしております。 

 また、このほか公有財産購入では、消防庁舎へ

の各講習会等による来庁者への駐車場用地及び新

消防庁舎への光ファイバーの購入費用を計上、実

績額でございます。なお、御案内のとおり、消防

庁舎等については、７月２６日落成し、運用開始

をしております。 

 また、常備消防車両等購入費の事項では、国庫

補助金であります緊急消防援助隊設備整備費補助

金や、特定離島ふるさとおこし推進事業補助金を

活用し、中央消防署及び上甑分駐所の救急車等の

更新整備を行ったものであります。 

 続いて、４目の非常備消防施設費では、支出済

額は８,７６５万４,１３８円であります。 

 右側備考欄になりますが、主に消防団車庫詰所

の新築整備に伴う委託料及び工事請負費でありま

す。なお、上甑中央分団江石部車庫詰所新築工事

については、地盤改良工事で転石等が多量に発生

をしたため相当期間が必要となり、工事請負費

１,７００万円を翌年度へ繰り越しをしたものであ

ります。また、江石部の車庫詰所については、本

年５月末に完成をし、６月から使用を開始をして

おります。 

 また、車庫詰所新築工事ほか７件、３,７５６万

１,５５０円のうち、括弧書きの平成２４年度繰越

明許により青山町に耐震性貯水槽４０トン１基を

整備した事業費７４６万８,０００円が含まれてお

ります。 

 続いて、非常備消防車両等購入費の事項では、

消防団車両の消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ

積載車等合計７台の車両及び小型動力ポンプ１台

を更新整備をしております。 

 また、不用額について申し上げます。１５節工

事請負費で１５３万８,４５０円であります。内容

としましては、川内南分団宮崎部の車庫詰所新築

工事に伴う予算執行委託による執行残であります。 

 続いて、歳入について申し上げます。決算書の

２９ページをお開きをください。 

 １４款１項８目消防使用料では、消防局所管分

は右側備考欄にあります行政財産使用料でありま

す。内容としましては、各消防団施設敷地内にあ

ります九電柱及びＮＴＴ柱並びに支線等による使

用料であります。 

 続いて、３３ページをごらんください。２項

８目消防手数料でございますが、右側備考欄にあ

ります屋外タンク貯蔵所などの危険物施設関係の
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設置及び変更許可申請などに伴う手数料及び救急

搬送等の事実証明に関する手数料であります。な

お、平成２４年度と比較をし、危険物関係手数料

は５６件増加をし約１７０万６,０００円の歳入増

となっております。 

 続いて、３７ページの一番下の段でございます。

１５款２項７目消防費補助金でございます。 

 ３９ページをお開きください。右側備考欄では、

緊急消防援助隊設備整備費補助金であります。こ

れは常備消防車両であります中央消防署の高規格

救急車一式の更新整備に伴う補助金で、補助率は

補助基準額の２分の１額であります。 

 続いて、４９ページになります。１６款２項

７目消防費補助金は、右側備考欄にあります火災

予防推進事業補助金並びに特定離島ふるさとおこ

し推進事業補助金及び石油貯蔵施設立地対策等交

付金であります。 

 内容としましては、たき火や火入れ等による火

災の発生を防止することを目的に市内の事業所や

ガソリンスタンドなどにチラシなどを配布をし、

広報用活動費として県より補助されたものであり、

２０万円を上限として交付をされております。 

 また、特定離島ふるさとおこし推進事業補助金

は、上甑分駐所の救急車一式更新整備に伴う補助

金で、補助率は補助対象事業費の１０分の８以内

であります。 

 さらに、消防団車両の更新整備に伴う石油貯蔵

施設立地対策等交付金は、いちき串木野市にあり

ます石油地下備蓄基地の貯蔵量１７５万キロに応

じて隣接市として交付をされるもので、定額の交

付金であります。 

 続いて、５３ページになります。３項８目消防

費委託金は権限移譲事務委託金で、花火打ち上げ

に伴う煙火消費許可申請の火薬類取締法に関する

事務に対する委託金であります。２４年度と比較

をし、６万８,０００円の増となっております。 

 続いて、５７ページをお開きください。１７款

２項２目物品売払収入で、消防局所管分は合計

１０台の車両廃棄処分による売払収入でございま

す。 

 続いて、７５ページになります。２１款５項

４目雑入で、右側備考欄、消防局所管分で主に甑

島地域の職員待機宿舎６世帯分の実費徴収金や各

消防庁舎等に設置をしております自動販売機の電

気料実費徴収金であります。 

 続いて、財産に関する調書について御説明申し

上げますので、３７８ページをお開きください。 

 １、公有財産（１）土地及び建物の行政財産の

区分の上から３行目、消防施設がございます。増

の分は、主に消防庁舎来庁者用駐車場用地として

購入しました１,５７２平米、消防団上甑中央分団

江石部の車庫詰所建設用地の所管がえ等に伴う増

であります。また、減については川内中央北分団

中郷部車庫詰所用地の変更による減でございます。 

 続いて、建物の増でございますが、非木造で川

内南分団宮崎部車庫詰所新築及び中郷部車庫詰所

寄付採納による増であります。減では、祁答院下

手分団車庫の登録誤りによる減であります。 

 続いて、３８３ページをお開きください。重要

物品現在高調べについて申し上げます。 

 左側表の区分、上から４行目の防災救急用具類、

４、増のうち消防局所管分は２台で、小型動力ポ

ンプ１台及び画像探査機１台の計２件でございま

す。 

 続いて、７行目の車両類、５０増のうち消防局

所所管分は９台で、常備消防車両の救急車２台、

非常備消防車両７台の更新整備分であります。ま

た、減３２台のうち消防局所管分は１０台で、車

両更新整備により全て廃棄処分にしたものであり

ます。 

 さらに、下から２行目、通信用機器類の２増の

うち消防局所管分は１件で、市役所ネットワーク

回線を新総合庁舎へ接続をするため光ファイバー

一式を購入したものであります。 

 重要物品の増減は、以上であります。 

 以上で、決算書についての説明を終わります。

よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（下園政喜）非常備消防のほうだけに質

問をさせていただきたいと思います。３点だけで

すが。 

 消防サイレンの修繕費が発生しておりますけど

も、消防サイレンにつきましては防災無線が非常

に完備されましたので、今後どうなっていくのか。

地区でつくったやつとか後援会がつくったやつと

かいろいろあると思うんですけども、今後の方針

について。 

 それと防火水槽ですけれども、消防におるころ
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非常に要望が多かった防火水槽ですけど、昨年度

は１基しかつくってないということですが、今要

望が何件ぐらい上がってきているのかということ

と、今後も年１基ぐらいのもんなんだろうかなと

いうことを質問いたします。 

 それともう一つ消防の団員の詰所の件でござい

ますけども、非常によく整備されてありがたいと

思っておりますが、その旧川内市において消防詰

所の敷地が後援会のものだったり、建物が後援会

のものだったりするのがいろいろあったと思うん

ですけど、もうその辺は整備されたのかというこ

とと。最後に非常に消防詰所が整備されて統合さ

れていきますけれども、今後もそのような形で詰

所を減らしていく方針なのかということをお尋ね

したいと思います。よろしくお願いします。 

○次長兼警防課長（福山忠雄）それでは、消防

団の関係で大きく４点ございましたので、順次回

答させていただきます。 

 まず、消防サイレンの関係でございますけども、

委員がおっしゃったとおり各地域におきまして消

防団員の招集をということで、地区コミであった

りとかあるいは詰所の上のほうにサイレンが今設

置してございます。これにつきましては、今後の

方針というか地元の要望がございまして、どうし

ても残していただきたいというものは残すような

方針でおります。ですから、サイレンの修理とか

は出てくると。どうしてももう古くなって、今防

災無線とかあるいはメールとかで招集、いわゆる

情報伝達はしておりますので、これで地区の方々

の御了承いただければ撤去していくということで

考えているところでございます。 

 ２点目、防火水槽の要望と今後の計画でござい

ますけども、現在、防火水槽の要望が１５件ほど

ございます。これはいろいろなケース・バイ・

ケースがござまして、どうしても私どもとしまし

ても受益される民間が何戸あるかとかということ

で一応判断をしておりますけども、今のところ

１５件あるということ。それから昨年は１基しか

できなかったわけですが、これについては財源の

関係もございまして、あと補助金の関係も含めま

して、今後また３基から４基ほどつくることで財

政当局とも交渉していきたいと考えているところ

でございます。 

 ３点目、消防団の詰所の関係でございますけど

も、後援会が持ってらっしゃる、まず詰所でござ

いますけども、これにつきましては、先ほど総務

課長からもございましたけども、財産の増減の中

でございましたけども、中郷の場合は寄附採納と

いうことで消防局の所管と。今までは後援会のも

のだったんですけども消防局の所管で。これにつ

きましては順次西方であったりとか、後援会所有

の分につきましては順次私ども消防局の所管とい

うことで寄附採納をしていただいております。ま

た、それ以外に土地につきましても、その協議の

中で地元後援会が持ってらっしゃるものについて

は、いただけるようであればいただくんですけど

も、今のところ土地は残すということで、中郷で

あったりとか西方であったりとかというのは、地

元の後援会であったり地区の方々の所有というこ

とになっております。これにつきましても補助金

の関係で、今現在、後援会所有の分につきまして

は２カ所ございますけども、これについても順次

消防局の所管ということ協議をしていきたいと考

えているところでございます。 

 あと詰所の統廃合の関係でございますけども、

合併当時１０１カ所ございました、詰所が。今が

６５カ所になっております。ことし、今事業やっ

ておりますけども、下甑のほうで２カ所を１カ所

にということで今事業を進めております。 

 今後も引き続き地区、地域の情勢を考慮しまし

て、近いところにあるようなところでございまし

たら、地元の消防団あるいは地元の地区コミの

方々と協議を進めながら統廃合ができないかと。

いわゆる効率的な運用をさせていただきたいとい

うことで協議を進めていることで考えております。

今現在、本土地域につきましてはほぼ適正配置が

できているのかなと、あと残るは甑島地域の関係

が若干残っているということで認識をしておりま

す。これについても今後また引き続き協議を進め

ていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（森満 晃）この住宅用火災警報器の設

置状況について、この下甑地域のほうが未設置戸

数が島の中でも特に多いようなんですが、何かも

しこの理由があれば教えてください。 

 また、３月３１日現在ですのでまた少し未設置

戸数が減っているのか教えてください。 

○予防課長（有村淳一）下甑地域につきまして

は、やはり高齢者宅が多いのがまず１点。 

 それから、地域的に分散といいますか、離れて
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いる状況がございます。なかなかひとり暮らし世

帯の高齢者の方も多くてなかなか進まない状況に

ありますが、消防団を含めた形で随時設置促進・

普及に努めているところでございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（杉薗道朗）職員の方々には日夜市民の

命と安全を守るための活動をしていただいて本当

感謝申し上げるところでございますが、この表の

中に、附属書の火災・救急・救助発生件数に載っ

ておりますが、常任委員会で詳細については毎回

報告がありますから細かなことはあれなんですけ

れども。何が聞きたいかといいますと、救助・救

急含めて救助工作車が出る場合がありますね。割

と交通事故関連が多いのかなというふうに思うん

ですが。この出動件数の中で実際に救助工作車

が──当然救急車とペアで走る場合もありましょう

し、消防車も走る場合もありましょうし、実際は

昨年どうだったのか、そこの実態をまず教えてく

ださい。 

○次長兼警防課長（福山忠雄）まず、数字的な

ことを申し上げますと、救助件数が７０件で、前

年度が。今年度が４７件の２３件のまず減になっ

ております。まずこの２３件の減は何かと申し上

げますと、交通事故が一昨年と比べまして非常に

少なくなっておりまして、いわゆる救助事案が減

になっていると。あと機械事故ということで、機

械に手を挟まれたとかトラクターの下敷きになっ

たとか、それも昨年ございませんでしたので大き

く２３件減になっていると。救助工作車の場合は、

当然火事も出ます。それから今ございました交通

事故でいわゆる挟まれているとか、そういうよう

な全て出動いたします。これは中央署に工作車を

置いておりますけども、本土地域全部のところに

工作車は第一出場で出るように計画しているとこ

ろでございます。現状としましては、大きくはも

う交通事故がメーンということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（杉薗道朗）はい、わかりました。なぜ

ちょっと聞いたかなっていうのは。ちょっともう

決算、今のこれに関連もするんですが。先般専決

事項の中で寺山において車が脱輪をして消防のほ

うに夜１１時ごろでしたか、連絡があって。多分

これは工作車が出動したのか、一般のポンプ車だ

ったかちょっと詳細また教えていただければと思

うんですが、出動しました。 

 市民の方からそういう困った場合とか、例えば

そういう緊急が発生したときに当然優先で連絡入

るわけですけども。救急車等については、いわゆ

る何でもかんでも電話するっていうか、そういう

ことしないようにというような、安易に救急車呼

ばないようなっていうふうなふうになって、それ

もよくなってきてるということもあるんですが。 

 このあいだの事象をちょっと考えたときに、当

然緊急的なということで入電されたんだろうと思

いますけれども。通常普通の民間のレッカーを呼

ぶなりそういう対応があってもしかるべきじゃな

かったのかなと。このあいだの説明を見る限りに

は、当然林道の瑕疵によるものもありますけれど

も、本人の不注意もあるんじゃないかと思ったり

して。でも要請があれば消防としては出らざるを

得ないという部分がありますのでそれも理解でき

るんですが。当時は１１９で入ったのかちょっと

わかりませんけれども、そこあたりの体制。ちょ

っと疑義っていうか、ちょっと思ったものですか

らちょっと聞くんですが、そこあたりが実際どう

いう状況であったのか。済みません、ちょっとお

願いします。 

○消防局長（新盛和久）この件につきましては、

救助工作車が出場しまして救出をしております。

今おっしゃったように、それが救助に当たるのか

どうなのかという部分は非常に悩ましい部分では

あるわけでありますが。夜中に山中で非常に不安

な方が電話されたんだろうというふうに理解して

おります。このときに一番消防の任務に当たるの

かどうなのかという部分を突き詰めていけば当た

らないんだろうと。今委員おっしゃったとおりで

ございます。ただ消防といたしましては、本来業

務に支障のない範囲で市民に対するサービスとい

いますか、そういう市民が要請をしてらっしゃる

部分について応える義務という部分を我々もある

というふうに思っておりますので。それはケー

ス・バイ・ケースで、その場合には本来業務に支

障がなかったという範囲の中で救出をしたという

ところでございます。以上です。 

○委員（杉薗道朗）確かに市民の方からそうい

う要請があれば、むげに断るわけにもいかないで

しょうし、通常の職務に支障がない限りにおいて

一応出動されたということでそれでよかったんで

しょうけれども。実際的に、例えば救助工作車が

出て職員の方が出動をされて。これもちょっとお
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金に換算するちゅうわけにはいかんでしょうけれ

ども。例えばそこの部分の経費的なものを考えた

ときにかなり市の経費等々がかかっておるんじゃ

ないかなというふうに思います。市民の方、大変

助かったということで喜んでいらっしゃるんでし

ょうけれども。やはり心の中にはそういうお願い

して来てもらったという部分も、本当は市民の方

もうちょっと。多分お礼は言われたんだろうと思

いますよ。だけどそういうところももう、安易な

利用によっていう形にならないように。やっぱり

自分たちも含めてちょっと注意せないかんなちゅ

うのを感じたものですから、きょうはちょっとそ

の件だけをお願いしたところであります。民間に

レッカー頼めばやっぱり２万ぐらいからかかると

思います。そういうのもあったものですから、ち

ょっと老婆心ながらお話したところですが、何か

あれば。 

○消防局長（新盛和久）今おっしゃったように、

救急車につきましては、適正利用について広報啓

発活動をやっているところでございますが。救助

のそういった案件について個別的に取り上げてや

った経緯はございませんので、今おっしゃったこ

とも十分に参考にさせていただきまして、今後消

防行政の施策に反映させていきたいというふうに

思っております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（徳永武次）緊急雇用創出の特例金の事

業で補助金もらって。７名でしたかね、雇用され

て。８名でしたかね。そうすると大体延べでどの

くらいの活動期間があるんですかね。８人雇用さ

れて大体どのぐらいの活動、そういうあれをされ

るんですか。 

○予防課長（有村淳一）８人のうち４名につき

ましては、平成２４年度からの引き続き雇用でご

ざいます。それと平成２５年度につきましては半

年分。１年分の４名ということでございます。 

○委員（徳永武次）そうしますと、当然設置率

とかそういう課題を。住宅火災警報器の設置率な

んかも上がってきたわけですが、今後これに対す

るメンテが必要になってきますよね。当然補助事

業がないとそういう事業は展開されないんですか。 

○予防課長（有村淳一）今年度から緊急雇用対

策事業もなくなったわけでございますけれども。

鋭意各署所において職員も平日、土日問わずそう

いった地域への活動といいますか、巡回して活動

はしておりますが、平成２４年度、平成２５年度

に比べますと、やはり臨時雇用していた部分と比

べますと件数は少ないかもしれませんが、引き続

きそういった形でやっていきたいと思っておりま

す。 

 なお、ことしは臨時を２名雇用しておりますが、

現在は研修センターのほうで仕事をしてもらって

おりますが、その方々についても随時またそうい

った高齢者宅の訪問等も実施をしていきたいと思

っております。 

○委員（徳永武次）非常に高齢化が進み、非常

に大事な部分じゃなかろうか思うんです。だから

一般財源といいますか、そこらあたりもある程度

要求し、この部分は。これは要望ですけど、この

部分はやっぱり市民の安心安全をも守るためには

非常に重要なことだと思いますので、今後何らか

の処置をしていただいて、ひとつこの部分は確保

していただければと、要望しておきます。 

○消防局長（新盛和久）この臨時雇用について

各世帯を回っていただきました。この中で住宅用

火災警報器の設置率も上がったわけでありますが。

一番の目的は戸別の家を回って会話をすることに

よって火災予防に対する意識が変わられて、その

結果火災が少なくなってきたという事実もござい

ます。今予防課長からあったように、今後もこれ

については引き続き力を入れてまいりますが、消

防団員の方の協力とかそういった力もお借りしな

がら。やはり回ることによって火災が減るという

事実があるわけですので、しっかりと対応してい

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（徳永武次）ありがとうございます。そ

ういう方向でやっていただければと思いますので、

お願いしておきます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、消防総務課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△防災安全課の審査 

○委員長（福元光一）次に、防災安全課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について、危機管理監の説明

を求めます。 
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○危機管理監（新屋義文）それでは、防災安全

課の平成２５年度の決算概要について、主要施策

の成果をもとに御説明申し上げますので、決算附

属書の２４ページをお開きください。 

 防災安全課は、危機管理及び防災の２グループ

体制で危機管理対策、交通安全・防犯対策、自衛

官募集事務及び防災対策等の業務を行っておりま

す。 

 まず初めに、２４ページの一番上に防災安全課

全体の予算額、決算額をお示しした表がございま

すが、１３億１,１８８万５,０００円の予算額に

対し、決算額が４億８,５１８万９,８３３円でご

ざいました。これは後ほど説明いたします原子力

災害対策施設等整備事業や防災行政無線通信施設

設備整備事業等において予算を繰り越しさせてい

ただいたことにより、執行率が約３７％となった

ところでございます。 

 それでは、決算概要について説明いたしますが、

初めに、１の交通安全対策の推進につきましては、

高齢者が交通事故の当事者となる割合が高いこと

から、特に（１）と（２）に記載のとおり高齢者

ゆうゆうドライビングスクールや交通安全いきい

きスクールを交通安全協会に委託し実施するとと

もに、交通事故の防止を図るため（３）にありま

すとおり地域・ＰＴＡ、職域、交通安全協会等と

の連携を強化し、交通安全思想の普及・啓発を行

いながら各種安全行事を実施をいたしました。 

 なお、平成２５年中の市内の交通事故状況でご

ざいますが、発生件数、負傷者数及び死者数は全

て前年を下回ったところであり、特に死者数が

１名であり、この死者数１名というのは、薩摩川

内警察署管内において昭和２８年の統計開始以来

最少の人数となったところでございます。 

 次に、２の防犯対策の推進につきましては、防

犯思想の普及を図りながら（１）に記載のとおり

防犯用品を購入し、地区コミュニティ協議会や防

犯ボランティアに配付するなど、地域と協働して

犯罪や事故のない明るい社会環境づくりを推進い

たしました。 

 また（２）に記載のとおり、青色回転灯装備し

た車両による自主防犯パトロール活動の積極的な

展開と結成促進を図るため、防犯パトロール活動

に対する補助を２１団体１６１台に対して行った

ところであります。 

 なお、平成２５年度末における青色回転灯装着

車、いわゆる青パトは、市所有の２２台を含め市

内で１９７台が登録されており、児童・生徒の登

下校時など見守り活動を実施していただいており

ます。 

 また、市内の平成２５年中の犯罪認知件数は

３７４件であります。平成２４年の５５８件から

１８４件の減少であること。また、県内の他市、

例えば鹿屋市の平成２５年中の犯罪認知件数が

５６４件、霧島市が８４９件であり、両市に比べ

格段に少なく地域ぐるみの防犯活動は実践されて

いる結果ではないかと感謝しているところでござ

います。 

 次に、３の自衛官募集事務では、広報薩摩川内

に自衛官募集記事を３回掲載するとともに、担当

者会議に出席したところでございます。なお、平

成２５年度においては、薩摩川内市自衛隊協力会

への補助金交付は行っておりません。 

 次に、２５ページをごらんください。４の原子

力防災等訪問事業は、緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業補助金を活用して実施したところでござ

います。この事業は原子力発電所から５キロ圏内、

いわゆるＰＡＺ内の４地区の各世帯を４人の嘱託

員が訪問し、原子力防災に係る避難先、避難経路、

バス避難時の集合場所等の説明や確認を行ったほ

か、戸別受信機の使用方法等の説明を行ったとこ

ろでございます。訪問等の実績につきましては、

表に記載のとおりでございます。 

 次に、５の原子力災害対策施設等整備事業につ

いてでありますが、この事業は国の平成２４年度

補正予算により措置された県の要援護者等屋内退

避施設確保事業補助金を活用し、平成２５年度に

繰り越しをして実施したものでございますが、

（１）の事業概要に記載のとおり、原子力緊急事

態において即時避難等が困難な場合の避難退避施

設として放射線防護機能を付加し、一時的な屋内

退避施設を整備したものでございます。平成

２５年度は旧滄浪小学校及び旧寄田小学校の体育

館を改修したところでございます。 

 なお、本事業は平成２６年度に事故繰越をさせ

ていただいたところでございますが、これは初め

ての事業であり設計等に不測の期間を要したこと、

また東北地方における資機材の需要の高まりによ

り資機材が準備できなかったこと等によるもので

ありましたが、本年５月末に完成したところでご

ざいます。 
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 ６の災害予防応急対策、その他の防災業務は、

大雨や台風等に対する災害予防応急対策を実施す

るとともに、（１）に記載のとおり川内川水防演習

及び国主催の原子力総合防災訓練を実施をいたし

ました。また、（２）に記載の防災サポーター研修

を実施するとともに、（３）にありますとおり自主

防災組織の結成及び訓練等の活動支援を行ったと

ころであり、本年４月１日現在組織率は９１.１％

でありますが、ここ数年組織率の伸びが鈍化して

おりますので、今後とも未結成の自治会に出向き

組織化の促進と訓練等の実施を消防局と協力して

呼びかけてまいります。 

 次に、（４）にありますとおり、災害発生時の通

信手段の確保のため市指定避難所１９８施設に

２６０回線の発信専用の特設公衆電話用の有線電

話回線を設置すべく、西日本電信電話株式会社と

協定書を締結したところでございます。 

 次に、（５）に記載のとおり原子力防災対策の一

環として、市原子力防災計画のお知らせ、原子力

防災ハンドブックを作成し、鹿児島県が作成した

原子力防災のしおりとともに全世帯に配付をいた

しました。また、避難車両への掲示用として、避

難車両表示シールをＰＡＺ内の各戸に配付をいた

しました。 

 開けていただき、２ページでございますが、最

後に７の防災行政無線通信施設の維持管理及び整

備事業については、これまで運用している屋外拡

声放送施設等の維持管理を行うとともに、（２）に

記載のとおり防災行政無線デジタル化整備事業と

して戸別受信機整備工事を行い、平成２５年度ま

での工事により全ての世帯の設置を終了したとこ

ろでございます。また、平成２５年度は事業所へ

の戸別受信機の設置を行いました。 

 なお、防災行政無線デジタル化整備事業は、屋

外拡声子局のデジタル波への切りかえ及びアナロ

グ波施設の撤去、有線放送設備の撤去等の工事を

平成２６年度に繰り越したところでございますが、

予算措置としては平成２５年度までの予算措置で

終了したところでございます。 

 今後とも緊急時の放送に支障を来さないよう、

適正な維持管理に努めてまいります。 

 以上で、防災安全課の決算状況の概要説明を終

わります。詳細については、防災安全課長が説明

をいたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○防災安全課長（角島 栄）それでは、防災安

全課に係る平成２５年の決算につきまして御説明

いたします。 

 まず、歳出について説明いたしますので、決算

書の８５ページをお開きください。 

 まず、２款１項２目秘書広報費、決算額１億

３,６５９万９,１９８円のうち防災安全課分は

４,１００円でございます。主な支出は、８７ペー

ジの備考欄、丸の三つ目の事項、自衛官募集事務

費で自衛官募集事務担当者会議の旅費並びに食糧

費でございます。 

 次に、９５ページをお開きください。２款１項

１２目市民相談交通防犯費、決算額４,５８４万

９,４４０円のうち防災安全課分は、交通安全対策

費と防犯対策費の１,３４１万７,１２３円でござ

います。 

 主な支出内容につきましては、備考欄をごらん

ください。 

 初めに、交通安全対策費は、備考欄、上から

２番目の丸ですが、交通安全対策会議委員報酬、

交通安全教室普及啓発業務委託、薩摩川内警察署

管内交通安全会議連合会負担金等であります。 

 また、備考欄、下から２番目の丸、防犯対策費

につきましては、薩摩川内地区防犯協会負担金、

青色灯自主防犯活動事業補助金が主なものでござ

います。 

 次に、１３５ページをお開きください。５款

１項１目労働諸費、決算額１億２,０５８万

８,９６０円のうち防災安全課分は７７３万

５０５円であります。 

 主な支出は、備考欄、上から３番目の丸でござ

いますが、行政事務嘱託員報酬、嘱託員報酬に係

る社会保険料であります。 

 次に、１７３ページをお開きください。９款

１項６目災害対策費、決算額５億１,５９０万

２ , ８ ２ ０ 円 の う ち 防 災 安 全 課 分 は ４ 億

６,４０３万８,１０５円であります。 

 主な支出としましては、１７３ページの備考欄

をごらんください。初めに、災害予防応急対策費

は、防災会議委員報酬、危機管理専門嘱託員報酬、

防災サポーター報酬及び災害対応時等の職員時間

外手当等の人件費のほか、防災用気象観測システ

ム保守点検等の業務委託要援護者等屋内退避施設

確保事業、原子力災害対策施設整備建築等の工事
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になっております。 

 ページを１枚めくっていただき、要援護者等屋

内退避施設確保事業により、旧滄浪小学校及び旧

寄田小学校体育館内に屋内退避施設に配備しまし

たエアーテント等備品購入、また鹿児島県市町村

総合事務組合緊急医療対策負担金等の負担金及び

日本水難救済会救難所の組織の運営と補償に対す

る補助金が主なものであります。 

 備考欄、真ん中付近の防災行政無線通信施設管

理費は、無線設備整備業務嘱託員報酬、嘱託員報

酬に係る社会保険料、防災行政無線デジタル通信

施設保守点検業務委託ほか１０件の業務委託、木

場茶屋局ほか防災行政無線屋外拡声子局、無線柱

取替工事ほか３６件の工事費及び鹿児島県防災行

政無線運営協議会負担金ほか１８件の負担金が主

な支出であります。 

 次に、防災行政無線通信施設設備整備費では、

防災行政無線デジタル化整備事業戸別受信機整備

工事を２９工区に分け実施したところでございま

す。なお、この防災行政無線通信施設設備整備費

につきましては、備考欄にも繰越明許費による支

出の内訳を記載しているところですが、平成

２４年度からの繰越明許費１億８,６２５万

９,０００円を加えて実施させていただいたもので

す。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 決算書の２９ページをお開きください。１４款

１項８目消防使用料は、緊急避難施設の敷地にあ

る電柱敷設に伴う行政財産使用料で、備考欄にあ

りますとおり防災安全課分の決算額は１万

２,０００円であります。 

 次に、３９ページをお開きください。１５款

３項１目総務費委託金は、自衛官募集に係る募集

事務地方公共団体委託金で１万１,０００円であり

ます。 

 次に、４９ページをお開きください。１６款

２項７目消防費補助金のうち２の災害対策費補助

金ですが、全額防災安全課分であり、要援護者等

屋内退避施設確保事業補助金４億円であります。

なお、本事業は平成２６年度に繰り越しをしてお

りますので、全額収入未済となっております。 

 次に、１６款２項９目災害復旧費補助金のうち

２の災害対策補助金ですが、防災安全課分として

要援護者等屋内退避施設確保事業補助金３億

９,２２８万円であります。なお、本事業は平成

２６年度に繰り越しをしており、繰越分１億

２,５７０万６,０００円が収入未済となっており

ます。 

 次に、６３ページをお開きください。２１款

５項４目雑入のうち防災安全課分は、ページを

１枚めくっていただきまして、６５ページの備考

欄、中ほどのコミュニティ助成事業助成金で

１３０万円であります。この助成金は里地区コミ

ュニティ協議会が平成２４年度において財団法人

自治総合センターにコミュニティ助成事業助成申

請を行い、平成２５年度コミュニティ助成事業助

成金として決定通知があったものです。なお、里

地区コミュニティ協議会では、同助成金を活用し

まして発電機６台を購入されております。 

 次に、財産に関する調べでございます。 

 ３８１ページをお開きください。財産に関する

調べ、（６）出資による権利のうち防災安全課分は、

表の上から１２項目め、およそ真ん中あたりです

が、県防犯協会出捐金３２万９,０００円、その

２行下の県暴力追放運動推進センター出捐金

４７２万７,０００円であり、期間中の増減はあり

ませんでした。 

 次に、３８３ページをお開きください。重要物

品現在高調べのうち４行目の防災救急用具類です

が、防災安全課分は屋内退避施設に配備しました

エアーテントと２セットでございます。 

 以上で、防災安全課に係る平成２５年決算につ

きまして説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（川添公貴）要援護者支援の件でちょっ

と。繰り越しになっているんですけど、ちょっと

決算外になるかもしれないんですが。現在要援護

者に対する調査をされていると思うんです。その

調査書の内容について、支援を受けますか、受け

ませんか、二者択一になってて、受けますってな

ったときに、この情報は地区コミ会長、自治会長、

民生委員等まで全部渡しますとなっている。受け

ないとなったときは自己責任ですよって書いてあ

るんですよ。当然自己責任っていうことはあり得

ないだろうとは思うんですけど、これ県がとって

いるアンケートで。要は中身について自治会長ま

でなぜ知らせなきゃいけないのかっていう疑問を
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市民の方から出されているんですが。回答はでき

ないと思うんですよ。一応調査はしていただきた

い。次の機会まで委員会はきょうしかないもんで

この機会にちょっとお願いしたいんですけど。 

 自治会長ちゅうのは毎年変わるところが多いん

で、その方々に個人の情報、全く個人の。何の病

気ですか、何の薬を飲んでいますか、どういう症

状ですかっていうまで全部書き込まなきゃいけな

い。仮に、私、川添公貴が書くとしたら、心不全、

左心肥大、高血圧、少々脳が悪いとか、そこまで

書かなきゃいけない。薬は何を飲んでますかって

いうと、安定剤、降圧剤とか何とか全部書くよう

になっている。それを万人に全部出さなきゃいけ

ないのっていうこと言われた。そこまで公開しな

きゃいけないのか。 

 調書をとるのはやっぱり役所でとどめておくべ

きじゃないのかっていう意見をもらったんで。今

後この避難計画とか。まさに避難計画に沿ったア

ンケートでしたので、避難計画をつくっていく上

の中でしっかりそこはちょっともう一回確認をし

ていただきたい。どうこうしろっていうことじゃ

なくて、確認していただきたいと思うんです。そ

の文面はちょっともうわざわざ持ってきて私に見

れっていうことで見たもんですから。ちょっと確

認していただきたい。避難計画に必要だろうと。

避難計画についてということでのアンケートでし

たから。県から出てた文書で。一応確認してみて

ください。以上です。 

○防災安全課長（角島 栄）今言われました県

からのっていうのはちょっと確認をしていないん

ですが、薩摩川内市としましては、平成２２年度

から避難行動要支援者っていう制度の中で登録制

をしておりまして、その中でその調査内容が先ほ

ど言われましたいろんな既往歴とか服用の薬とか

そういうのを調べたので、登録してあります。

１年に１回そういう自治会長さん、民生委員さん

にはその名簿を登録して。登録する段階でこの名

簿はもう事前にそういう関係、防災関係者にはお

渡ししますよっていうのを書いてある文書で、署

名をして印鑑をいただいた方だけそういう名簿は

お出しするようには今している現状でございます

ので。 

○委員（川添公貴）いや、見せていただいたの

が県の封筒に入っていたんで。それでお今おっし

ゃった内容は全く同じことでした。「同意します」

に印鑑を押すようになっている。同意したくない

とおっしゃる。その場合どうするのっていうこと

を言われたんで。いや、きょうのここはいいんで

すけど。今後の課題として知られたくないという

方もいらっしゃるんですよ。知られたくないけど

援助を受けたいっていうことを含めて避難計画の

この今後この安全対策をつくっていかれる中で、

２７年度の予算の中にしっかり組んで別枠で管理

ができるようにした方がいいのかなとは思います。

ちゅうのは、言われるのはなるほどと思いますん

で。同意をとっているから公開できるんだよと、

これは当たり前ですよね。でも、同意をしたくな

いけど援助は受けたいというときどうするかとい

うことだと思うんです。そこ辺も十分配慮した

２７年度の計画を組んで。本年度中にできりゃあ

そのようにしてほしいんですけど、そういう形で

ちょっと検討してみてください。そういう御意見

がありました。かなりきつく言われましたんで。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、防災安全課の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△原子力安全対策室の審査 

○委員長（福元光一）次に、原子力安全対策室

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、危機管理監の説明

を求めます。 

○危機管理監（新屋義文）それでは、決算附属

書の２７ページをお開きください。平成２５年度

の原子力安全対策室の決算概要について御説明を

いたします。 

 原子力安全対策室は、川内原子力発電所１・

２号機の安全対策及び広報安全対策事業を所管し

ております。 

 まず（１）の調査事業として、四半期に１回の

市原子力安全対策連絡協議会の開催のほか、全職

員を対象とした放射線・放射能に係る研修及び原

子力発電所視察研修等を実施いたしました。 

 次に、（２）の広報事業として、原子力広報薩摩

川内の作成・配布のほか、昨年１１月に改定した

原子力防災計画のお知らせのリーフレット、全世

帯を対象とした原子力ハンドブックの作成・配布、

小・中学生を対象とした原子力防災リーフレット
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の作成・配布等を防災安全課と協力して行いまし

た。また、地区コミュニティ協議会を対象とした

発電所及び避難施設を確認する視察研修や、市民

団体等による発電所見学会を行ったところでござ

います。 

 また、（３）の連絡調整事業として、全国原子力

発電所所在市町村協議会により経済産業大臣等に

対し要請活動を行うとともに、同協議会において

福島原子力発電所及び被災自治体視察を実施した

ところでございます。 

 なお、資料には記載しておりませんが、川内原

子力発電所において九州電力が実施している安全

対策等について随時職員による現地調査等を行い、

対策の状況を確認しております。 

 以上、原子力安全対策室の決算概要でございま

す。決算内容については、室長が説明いたします。

よろしくお願いをいたします。 

○委員長（福元光一）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○原子力安全対策室長（遠矢一星）それでは、

原子力安全対策室に係る平成２５年度決算につき

まして御説明いたします。 

 まずは一般会計の歳出について御説明いたしま

すので、決算書の９９ページをお開きください。 

 ２款１項１６目の広報調査事業費で、決算額は

１,５１９万３,４９１円であります。 

 それでは、右側の備考欄をごらんください。主

な支出は、川内地域自治会文書送達業務委託ほか

５件、全国原子力所在市町村協議会負担金ほか

４件、また地区コミ協議会を対象として実施して

いる川内原子力発電所の安全対策及び指定避難所

確認等の視察に係るバス借上料等が主な経費であ

ります。 

 続きまして、歳入に係る一般会計につきまして、

決算書の４３ページをお開きください。 

 １６款２項１目のうち原子力安全対策室に関係

する分につきましては、上のほうに書いてありま

すが、３節広報・調査等交付金１,５２１万

６,１４６万円であり、補助率は１０分の１０にな

ります。また、調定額と収入済額は一致しており、

収入未済額はございません。 

 なお、同歳入のうち一部財産活用推進課に充当

しているものがございます。これは本庁に２台、

各支所に１台ずつ設置してある計１０台分の環境

放射線監視テレメータシステム表示モニターの電

気料として１２万１,８０４円を財産活用推進課の

ほうに充当しております。 

 以上で、原子力安全対策室に係る決算について

を説明を終わります。よろしく御審査賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、原子力安全対策室の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

────────────── 

△選挙管理委員会事務局の審査 

○委員長（福元光一）次に、選挙管理委員会事

務局の審査に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○選挙管理委員会事務局長（森園一春）主要

施策の成果について御説明いたします。資料は決

算附属書１６６ページをお開きください。 

 １の選挙管理委員会の運営でございます。選挙

管理委員会を選挙人名簿登録関係等１０回開催を

しております。また、各種選挙人名簿の調整を行

っておるところでございます。資料の記載のとお

りでございます。 

 ２の選挙啓発費は、薩摩川内市明るい選挙推進

協議会と連携して参議院議員選挙時啓発や、常時

啓発としまして各種イベントにおきましてチラシ

や啓発物資を配布いたしまして、選挙へ行きまし

ょうということで啓発活動を行っておるところで

ございます。 

 ３の各種選挙の執行は、参議院議員通常選挙を

７月２１日に執行いたしました。また、市農業委

員会委員選挙のための準備を行ったところでござ

います。 

 続きまして、決算状況について説明をさせてい

ただきます。決算書の１０３ページをお開きくだ

さい。 

 歳出について説明いたします。 

 まず、２款４項１目選挙管理委員会費でござい

ます。支出済額２,００６万２３２円でございます。 

 主な支出は、委員会委員報酬及び事務局職員の

給与のほか全国市区選管連合会分担金などでござ

います。 

 次に２目選挙啓発費は、支出済額１１９万
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３,７２５円でございます。主な支出は、さつま町

と構成いたします明推協薩摩市会負担金ほか本市

明推協の委員の啓発活動費の出会手当と旅費、そ

れと市内と小・中・高校生への啓発ポスター、習

字コンクール作品の応募者に対しての参加賞とし

ての品物の購入経費等でございます。 

 次に、３目選挙費は、支出済額４,１２０万

６,７９９円でございます。不用額１７９万

９,２０１円でございます。７月２１日施行の参議

院議員通常選挙での期日前投票や投開票事務従事

者、立会人等の報酬やポスター掲示板設置撤去費

用費でございます。それと平成２６年４月２０日

執行の市農業委員会委員選挙に係る平成２５年度

分の支出でございます。参議院議員選挙の執行残

につきましては、１２月議会での減額補正をいた

しました。選挙費の不用額は、市農業委員会委員

選挙分でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。資料は

５１ページでございます。 

 １６款３項１目の４節選挙費委託金でございま

す。調定額４,０６２万２,５３０円で、収入済額

も同額でございます。参議院議員選挙費委託金等

を受け入れております。 

 以上で、平成２５年度決算の説明を終わります。

よろしく御審査くださるようお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、選挙管理委員会事務局の審査を終わり

ます。御苦労さまでした。 

────────────── 

△会計課の審査 

○委員長（福元光一）次に、会計課の審査に入

ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○会計課長（今吉美智子）それでは、まず会計

課決算に伴う主要施策の成果について御説明申し

上げまので、決算附属書の１４６ページをお開き

ください。 

 １の会計管理費につきましては、会計事務に要

する経費で、決算額１,１０７万５,７３４円でご

ざいます。 

 次に、２の出納員等の配置状況につきましては、

会計事務を補助する観点から出納員等７７０人を

配置しております。詳細につきましては表にお示

しいしてございますので、計数を御確認いただき

たいと存じます。 

 次の、３の審査出納に関することでございます

が、（１）では、本年度も６月に地方自治法第

２３３条に基づき歳入歳出決算書を会計管理者に

おいて調整し市長に提出しております。 

 （２）では、歳計現金運用基金及び歳入歳出外

現金の状況を毎月開催される例月出納検査に報告

しており、基金、現金の安全かつ確実な保全運用

に努めているところでございます。 

 また、（３）では支払証票等の件数を、（４）で

は指定金融機関及び収納代理金融機関、１２行別

の取扱件数及び収納金額をお示ししております。 

 次に、平成２５年度会計課の歳入歳出決算につ

いて、歳出から御説明を申し上げます。決算書の

８７ページをお開きください。 

 中ほどに登載しておりますが、２款１項４目会

計管理費、事項、会計管理費の１事項のみで、支

出済額が１,１０７万５,７３４円でございます。 

 主な支出内訳といたしましては、右側の備考欄

に記載のとおり一般事務嘱託員報酬及び社会保険

料の１名分、その下の行、口座振替等手数料は、

指定金融機関ほか収納代理金融機関における窓口

収納事務及び口座振替収納事務に係る取扱手数料

でございます。 

 次にその下の行、負担金補助及び交付金では、

県都市会計管理者会負担金を支出しております。 

 次に、主な不用額について御説明を申し上げま

す。１１節の需用費が４７万４２３円ございます

が、口座振替通知書のマスクシール及び口座振替

通知書の印刷を差し控えたものでございます。 

 なお、全く予算を執行しなかったものはござい

ません。 

 次に、歳入につきまして、主なものを御説明申

し上げますので、決算書の６１ページをお開きく

ださい。 

 ２１款２項１目１節預金利子で、収入済額が

１５０万２,９１１円でございます。これは備考欄

に記載のとおり歳計金運用に伴う預金利子でござ

います。 

 なお、不納欠損額、収入未済額はございません。 

 以上で、会計課の歳入歳出決算についての説明

を終わります。よろしく御審査賜わりますようお
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願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、会計課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

────────────── 

△監査事務局の審査 

○委員長（福元光一）次に、監査事務局の審査

に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○監査事務局長（火野坂博行）監査事務局です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、監査事務局の平成２５年度の決算に

ついて御説明いたします。 

 まず、主要成果について御説明申し上げますの

で、決算附属書の１６８ページをお開きください。 

 平成２５年度に実施いたしました主な監査は、

本庁及び８支所、甑島地域の診療所、学校等の定

期監査、一般会計、特別会計、企業会計に係る例

月出納検査及び決算審査並びに財政健全化審査で

ございます。この監査結果につきましては、議員

の皆様にもお知らせしているところでございます。 

 次に、歳出について御説明いたしますので、決

算書の１０５ページをお開きください。 

 ２款６項１目監査委員費の支出済額は、

３,７５０万６２４円であります。支出済額の主な

ものについて御説明いたしますので、備考欄をご

らんください。監査委員３名の報酬、職員４名分

の給与費、全国都市監査委員会会費等であります。 

 なお、歳入についてはございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろし

く御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、監査事務局の審査を終わります。御苦

労さまでした。 

────────────── 

△公平委員会事務局の審査 

○委員長（福元光一）次に、公平委員会事務局

の審査に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○公平委員会事務局長（火野坂博行）それで

は、公平委員会事務局の平成２５年度決算につい

て御説明いたします。 

 まず、主要成果について御説明いたしますので、

決算附属書の１６７ページをお開きください。 

 公平委員会の事務は、職員の勤務条件に関する

措置の要求の審査・判定及び職員に対する不利益

処分についての不服申し立てに関する裁決又は決

定並びに職員の苦情相談を行うことなどが主な業

務でございますが、２５年度はいずれにつきまし

ても案件はございませんでした。 

 また、平成２５年度は５月と１２月の２回委員

会を開催し、管理職員等の範囲を定める規則の一

部改正及び職員団体の登録事項の変更について審

議をいたしました。 

 次に、歳出について御説明いたしますので、決

算書の９３ページをお開きください。 

 ２款１項９目公平委員会費の支出済額は、

６３万７,０６８円であります。支出済額の主なも

のについて御説明いたしますので、備考欄をご覧

ください。公平委員会委員３人分の報酬、全国公

平委員会連合会会費等であります。 

 なお、歳入についてはございません。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろ

しく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、公平委員会事務局の審査を終わります。 

────────────── 

△議事調査課の審査 

○委員長（福元光一）次に、議事調査課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について、局長の説明を求め

ます。 

○議会事務局長（田上正洋）決算附属書の

１８８ページをごらんください。議事調査課の歳

出決算額は３億９７１万４,４０２円であります。 

 本会議は定例会が４回開会されております。以

下、議員全員協議会、常任委員会、議会運営委員

会、特別委員会、ごらんとおり開催されておりま
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すが、２の案件の処理に関することをごらんいた

だきたいと思います。市長提出議案１５４件ござ

いまして、全て原案可決となっております。議員

提出案件につきましては、意見書の提出、発議が

６件で、うち６件が原案可決、２件が否決という

ことになっております。請願・陳情につきまして

は、１６件が件数出ておりまして、採択が３件、

不採択が２件、継続審査１１件となっております。 

 なお、資料に記載はありませんが、従来、要点

筆記としておりました委員会記録を、平成２５年

３月議会から全文筆記としホームページで公開し

ております。委員会の質疑内容が全て公開されて

おりますので、市民の関心がさらに高まるものと

期待しております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）次に、決算内容について、

課長の説明を求めます。 

○議事調査課長（道場益男）議事調査課でござ

います。 

 決算書の８３ページをお願いいたします。１款

１項１目議会費で、支出済額は３億９７１万

４,４０２円であります。 

 決算の概要につきまして、備考欄一つ目の議会

活動費ですが、これは議員２６名の報酬、議員期

末手当、議員共済負担金、費用弁償、政務活動費

等が主なものであります。 

 次に、議会管理費でありますが、事務局職員

９人の職員給与費、議会だより等の印刷経費、委

託業務といたしまして、本会議及び委員会反訳の

ほか、会議録検索システムの運用、議会映像配信

等に係る委託などが５件、備品といたしまして録

音用ＳＤレコーダーのほか本会議用パソコンの無

停電電源装置、ロングマイクロフォンを購入して

おります。 

 不用額の主なものといたしましては、９節旅費

に１０４万６,９９２円がございますが、これは委

員会の行政視察等に係る費用弁償の執行残等の積

み上げによるものでございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。歳入はござ

いません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第９４号平成２５年度薩摩川内市

一般会計歳入歳出決算のうち本委員会付託分につ

いて、質疑が全て終了しましたので、これより討

論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本決算を認定すべき

ものと認めることに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

 以上で議事調査課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（福元光一）以上で日程の全てを終わ

りましたが、委員会報告書の取りまとめについて

は、委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の継続調査 

○委員長（福元光一）ここで、次に、閉会中の

継続調査についてお諮りします。 

 閉会中の継続調査については、お手元に配付の

とおり議長に申し出たいと思いますが、御異議あ

りませんか。（資料は巻末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、総務文教委員会

を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 
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閉会中の継続調査について 

総 務 文 教 委 員 会 

（調査事項） 

 １ 行財政運営及び会計事務について 

 ２ 市有財産の管理及び利活用について 

 ３ 市税の賦課徴収について 

 ４ 入札・契約制度の運用及び工事検査について 

 ５ 消防行政について 

６ 防災行政について 

 ７ 学校教育について 

 ８ 社会教育について  

 ９ 文化財の保全・利活用及び文化振興について 

 10 スポーツの振興について 

 11 総務事務について 

 12 選挙管理委員会・監査委員・公平委員会の事務について 
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